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一
二
九

　

は　

じ　

め　

に

一　

濃
州
三
ヶ
村
の
杣
頭
た
ち

二　

伐
り
出
し
場
所
の
調
査
に
係
る
動
員

三　

杣
頭
に
よ
る
御
用
材
伐
り
出
し
と
森
林
利
用

　

お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
加
子
母
村
を
は
じ
め
と
す
る
濃
州
三
ヶ
村
に
お
け
る
人
び
と
の

林
産
物
生
産
や
森
林
利
用
に
焦
点
を
当
て
て
研
究
を
進
め
て
き
た
。
濃
州
三
ヶ
村
で

は
、
櫛
木
や
鞘
木
、
盆
木
地
、
椀
木
地
、
そ
し
て
鳥
黐
な
ど
の
林
産
物
が
、
村
々
の
百

姓
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
林
産
物
を
生

産
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
濃
州
三
ヶ
村
の
森
林
か
ら
木
々
を
伐
採
す
る
た
め
の
願
書
を

作
成
し
、
御
山
守
を
勤
め
て
い
た
内
木
家
を
通
じ
て
木
曽
材
木
奉
行
へ
と
取
り
次
い
で

も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
村
内
に
お
け
る
森
林
利
用
の
願
主
と
し
て
、
史

料
上
度
々
登
場
す
る
の
が
、
本
稿
で
扱
う
杣
頭
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
で
あ
る
。

木
曽
材
木
奉
行
を
勤
め
た
寺
町
兵
左
衛
門
に
よ
っ
て
宝
暦
九
年（
一
七
五
九
）に
記
さ

れ
た
「
木
曽
山
雑
話
」
に
よ
れ
ば
、
杣
頭
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
一
〕

一　

杣
頭　

請
頭　

代
人

木
曽
三
十
余
村
之
内
、
所
々
ニ
杣
頭
と
相
唱
、
御
材
木
御
本
伐
入
札
等
致
候
人

別
之
者
相
極
置
申
候
、
或
ハ
其
御
山
之
御
材
木
落
札
ニ
て
引
請
取
扱
申
候
を
請

頭
と
相
唱
申
候
、
右
請
頭
計
ニ
而
ハ
御
山
内
之
裁
許
難
行
届
候
付
、
外
ニ
山
方

巧
者
成
ル
者
相
撰
ミ
代
人
と
相
唱
、
数
人
差
出
し
置
申
候
、

　

但
代
人
と
ハ
、
買
人
共
之
手
代
・
下
代
抔
相
唱
候
と
同
様
之
意
味
ニ
御
座
候
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
木
曽
の
村
々
に
お
け
る
杣
頭
と
は
、
御
用
材
と
な
る
木
々
を
伐
り

出
す
場
所
を
入
札
の
う
え
、そ
の
伐
採
を
請
け
負
っ
た
者
を
指
す
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

入
札
を
受
け
た
者
は
請
負
人
と
し
て
「
請
頭
」
と
も
呼
称
さ
れ
た
と
い
う
。

尾
張
藩
領
の
森
林
か
ら
伐
木
が
実
施
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
伐
り
出
し
方
法
は
、
木
曽

材
木
方
が
あ
ら
か
じ
め
対
象
と
す
る
山
や
お
よ
そ
の
年
間
採
取
量
を
定
め
て
御
用
材
を

（
1
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（
2
）
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三
〇

伐
り
出
す
方
法
と
、
村
の
者
た
ち
の
出
願
に
よ
っ
て
伐
採
す
る
方
法
の
二
種
類
が
存
在

し
た
。
こ
の
う
ち
前
者
の
御
用
材
を
伐
り
出
す
場
合
は
、〔
史
料
一
〕
で
も
述
べ
ら
れ

て
い
た
通
り
、
山
ご
と
に
請
負
希
望
者
を
募
集
し
、
杣
頭
を
は
じ
め
と
す
る
希
望
者
に

対
す
る
入
札
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
請
負
人（「
請（
受
）頭
」）が
決
定
さ
れ
た
。

御
用
材
の
伐
り
出
し
を
請
け
負
っ
た
杣
頭
は
、
一
組
一
〇
〜
二
〇
人
ほ
ど
の
杣
た
ち

を
動
員
し
て
一
つ
の
組
を
結
成
し
、
伐
採
事
業
に
従
事
し
た
。
一
つ
の
伐
採
事
業
に
は

複
数
の
杣
組
が
稼
働
し
、
伐
採
事
業
が
終
了
す
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
杣
組
は
解
散
と
な
っ

た
。
杣
頭
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
る
杣
は
、
木
曽
の
場
合
そ
の
身
分
は
百
姓
で
あ
り
、
そ

の
た
め
杣
頭
た
ち
が
杣
を
雇
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
ら
の
農
作
業
に
支
障
が
出

な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
の
組
と
の
二
重
雇
用
を
防
ぐ
必
要
も
あ
っ

た
。な

お
、
万
延
元
年（
一
八
六
〇
）段
階
の
加
子
母
村
で
は
、
総
人
口
が
二
七
八
四
名（
男

性
が
一
四
五
〇
名
、
女
性
が
一
三
三
四
名
）で
、
そ
の
な
か
で
も
杣
・
日
用
は
三
二
五
名
、

木
挽
は
四
〇
名（
い
ず
れ
も
男
性
）で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
村
の
男
性
の
約
二
五
％
が
材

木
の
伐
り
出
し
に
従
事
し
て
い
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
尾
張
藩
の
職

制
で
は
、
杣
頭
の
上
位
に
は
目
代
手
代（
元
締
手
代
）が
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
位
置

す
る
の
が
木
曽
材
木
奉
行
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
杣
頭
は
、
御
用
材
の
伐
り
出
し
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
実
際
に

伐
採
を
お
こ
な
う
箇
所
の
請
負
と
、
伐
り
出
し
に
従
事
す
る
杣
た
ち
の
雇
用
、
な
ら
び

に
彼
ら
の
取
り
ま
と
め
役
に
な
っ
て
い
た
者
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
、
こ
の
杣

頭
に
つ
い
て
は
所
三
男
氏
や
脇
野
博
氏
ら
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
実
際
に
御
用
材
の
伐

木
・
搬
出
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に

は
そ
の
組
織
構
造
や
労
働
形
態
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
近
年
で

は
、
太
田
尚
宏
氏
や
芳
賀
和
樹
氏
ら
に
よ
っ
て
、
御
用
材
と
な
る
木
々
の
伐
り
出
し
に

際
し
て
は
、
御
山
守
か
ら
事
前
に
伐
採
す
べ
き
樹
木
の
確
認
と
選
定（
木
種
見
分
）を
受

け
、
目
印
と
な
る
木
口
印
を
打
刻
し
て
も
ら
う
作
業
を
経
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど

が
解
明
さ
れ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、
村
の
な
か
に
お
け
る
彼
ら
の
位
置
づ
け
や
、
具
体
的
な
活
動
に
つ
い
て
は
、

未
だ
判
然
と
し
な
い
部
分
が
多
く
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
杣
頭
た
ち
に
よ
る

村
内
の
森
林
利
用
と
、
杣
頭
た
ち
が
従
事
す
る
御
用
材
の
伐
り
出
し
と
が
ど
の
よ
う
に

関
わ
る
の
か
つ
い
て
も
十
分
に
検
討
で
き
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前
述
の
課
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
端
緒
と
し
て
、
加
子
母

村
を
は
じ
め
と
す
る
濃
州
三
ヶ
村
の
杣
頭
た
ち
の
活
動
に
つ
い
て
、「
御
山
方
御
用
幷

諸
事
日
記
」（
以
下
、「
日
記
」
と
略
記
）や
内
木
家
「
御
用
状
留
」
な
ど
の
史
料
を
も
と
に

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

な
お
、
本
文
中
で
史
料
を
引
用
す
る
際
は
読
点
を
打
ち
、
旧
字
体
・
異
体
字
は
適
宜

新
字
体
に
改
め
た
。
史
料
中
の
傍
線
や
記
号
も
筆
者
に
よ
る
註
記
で
あ
る
。

一　

濃
州
三
ヶ
村
の
杣
頭
た
ち

こ
こ
で
は
ま
ず
、「
日
記
」
や
「
御
用
状
留
」
に
み
ら
れ
る
濃
州
三
ヶ
村
の
主
要
な

杣
頭
た
ち
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

濃
州
三
ヶ
村
で
は
、
杣
頭
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
が
一
ヶ
村
に
つ
き
一
軒
程
度
の
割
合

で
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
日
記
」
や
「
御
用
状
留
」
な
ど
の
記
事
を

参
照
し
て
い
く
と
、
各
村
に
少
な
く
と
も
一
〜
二
名
く
ら
い
の
杣
頭
た
ち
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
試
み
に
宝
暦
〜
寛
政
期（
一
七
五
一
〜
一
八
〇
一
）に
は
、
杣
頭

と
し
て
以
下
の
者
た
ち
の
名
前
が
よ
く
み
ら
れ
る
。

ま
ず
、
加
子
母
村
の
杣
頭
と
し
て
は
、
助
左
衛
門
・
利
左
衛
門
父
子
が
い
る
。
両

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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一

者
は
と
も
に
宝
暦
八
年（
一
七
五
八
）六
月
段
階
か
ら
杣
頭
と
し
て
登
場
す
る
。
し
か
し
、

そ
れ
以
前
、
父
助
左
衛
門
は
「
加
子
母
村
百
姓
」
と
の
み
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
ま
た
、
子
の
利
左
衛
門
は
宝
暦
一
二
年
に
は
「
組
頭
」
と
し
て
も
表
記
が
み
ら
れ
、

恐
ら
く
こ
の
段
階
で
杣
頭
と
兼
任
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

助
左
衛
門
は
、
明
和
六
年（
一
七
六
九
）一
一
月
三
日
に
脳
卒
中
と
思
わ
れ
る
病
で
倒

れ
、
六
日
後
の
一
一
月
九
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
利
左
衛
門
は
、
御
材
木
仕
出

の
請
負
や
林
産
物
生
産（
鳥
黐
、
櫛
木
、
鞘
木
な
ど
）に
関
す
る
や
り
と
り
を
彦
七
と
度
々

お
こ
な
っ
て
お
り
、
木
曽
材
木
役
所
が
置
か
れ
て
い
た
名
古
屋
や
上
松
へ
頻
繁
に
出

向
い
て
は
、
山
内
の
見
分
の
た
め
に
や
っ
て
来
た
役
人
た
ち
の
随
行
を
し
た
り
、
そ

の
行
程
を
彦
七
に
伝
え
た
り
し
た
。
な
お
、
助
左
衛
門
・
利
左
衛
門
父
子
の
屋
号
は

「
升
屋
」、
苗
字
は
「
脇
坂
」
で
あ
り
、
利
左
衛
門
の
「
代
人
」
と
し
て
茂
七
、
長
左

衛
門
、
文
次
郎
と
い
う
者
た
ち
の
名
前
が
登
場
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）の
段
階
で
、
利
左
衛
門
の
家
は
「
江
戸
御
巡
見
様
、
其
外
御
役
人
様
方
御

国
廻
之
節
御
泊
等
被
仰
付
」
ほ
ど
の
「
大
家
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

次
に
、
付
知
村
の
杣
頭
と
し
て
は
、
清
助
・
茂
助
父
子
が
い
る
。
清
助
は
宝
暦
一
三

年
〜
天
明
七
年（
一
七
八
七
）ま
で
そ
の
名
前
が
み
ら
れ
、
安
永
五
年
に
は
「
付
知
村
庄

屋
代
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
一
方
、茂
助
は
寛
政
九
年（
一
七
九
七
）頃
か
ら
名
前
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
清
助
は
御
用
材
伐
り
出
し
の
請
負
は
も

ち
ろ
ん
、
付
知
村
に
あ
る
日
枯
山
と
い
う
明
山
な
ど
か
ら
、
櫛
木
を
中
心
と
す
る
林
産

物
の
生
産
を
度
々
木
曽
材
木
奉
行
に
対
し
て
願
い
出
て
お
り
、
そ
の
都
度
願
書
を
内
木

彦
七
に
取
り
次
い
で
も
ら
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
川
上
村
の
杣
頭
と
し
て
は
喜
兵
衛
・
三
吉
が
い
る
。
両
者
と
も
連
名
で
登

場
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
恐
ら
く
父
子
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
血
縁
関
係
は
不

明
で
あ
る
。
喜
兵
衛
は
宝
暦
八
年
〜
文
化
五
年（
一
八
〇
八
）ま
で
、
三
吉
は
明
和
五
年

以
後
杣
頭
と
し
て
そ
の
名
前
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
宝
暦
一
二
年
八
月
の
記
事
に
は
、
川
上
村
に
太
左
衛
門
、
庄
左
衛

門
、吉
左
衛
門
と
い
う
名
の
杣
頭
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、野
尻
の
彦
左
衛
門
、須
原
の

弥
惣
次
・
平
次
郎
、
王
滝
村
の
清
兵
衛
・
茂
平
次
な
ど
の
よ
う
に
、
普
段
は
木
曽
の
街

道
筋
に
位
置
す
る
宿
場
や
信
濃
国
筑
摩
郡
王
滝
村
に
居
住
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
者
た

ち
も
、
杣
頭（
受
頭
）と
し
て
三
ヶ
村
の
森
林
か
ら
御
用
材
の
伐
り
出
し
を
請
け
負
う
こ

と
が
あ
っ
た
。

以
上
、
こ
こ
ま
で
近
世
中
期
の
濃
州
三
ヶ
村
で
み
ら
れ
る
主
な
杣
頭
た
ち
を
列
挙
し

て
み
た
。
こ
の
う
ち
三
ヶ
村
に
居
住
し
て
い
る
助
左
衛
門
や
清
助
、
喜
兵
衛
ら
の
共
通

点
は
、
い
ず
れ
も
身
分
と
し
て
は
百
姓
で
、
村
内
で
は
「
組
頭
」
や
「
庄
屋
代
」
な
ど

を
務
め
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
彼
ら
は
、
村
の
百
姓
と
し

て
「
組
頭
」
や
「
庄
屋
代
」
な
ど
を
務
め
る
傍
ら
、
御
用
材
の
伐
り
出
し
な
ど
に
際
し

て
は
杣
頭
を
兼
任
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、「
日
記
」
や
「
御
用
状
留
」
な
ど
を
み
て
み
る
と
、
例
え
ば
加
子
母
村
の
助

左
衛
門
・
利
左
衛
門
は
二
本
木
や
熊
洞
と
呼
ば
れ
る
御
巣
山
、
川
上
村
の
喜
兵
衛
は
巣

乗
・
長
坂
・
笇
根
・
大
根
と
呼
ば
れ
る
御
巣
山
か
ら
御
用
材
を
伐
り
出
す
際
に
請
負
を

担
当
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
こ
か
ら
は
、
杣
頭
の
伐
り
出
し
担
当
箇
所
が
定
め
ら
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
三
ヶ
村
に
居
住
す
る
杣
頭
た
ち
は
、
御
用
材
の
伐

り
出
し
を
請
け
負
う
こ
と
は
勿
論
、
状
況
に
応
じ
て
御
山
守
内
木
家
と
と
も
に
、
伐
り

出
し
場
所
の
調
査
に
も
関
与
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

二　

伐
り
出
し
場
所
の
調
査
に
係
る
動
員

御
用
材
伐
り
出
し
場
所
の
調
査
に
杣
頭
が
関
与
し
て
い
た
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
明

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）



近
世
中
期
に
お
け
る
杣
頭
の
活
動
実
態

一
三
二

和
七
年（
一
七
七
〇
）に
お
こ
な
わ
れ
た
木
曽
材
木
方
元
締
手
代
荒
尾
浅
右
衛
門
に
よ
る

「
大
材
調
」
を
事
例
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

明
和
七
年
閏
六
月
二
七
日
、
荒
尾
浅
右
衛
門
よ
り
、「
諸
山
大
材
木
之
調
」
の
た
め
、

加
子
母
村
の
二
本
木
や
川
上
村
の
巣
乗
・
長
坂
な
ど
「
三
ヶ
村
御
巣
山
」
で
、「
五
尺

廻
リ
以
上
之
木
」
が
な
い
か
ど
う
か
内
木
彦
七
に
対
し
て
調
査
す
る
よ
う
依
頼
が
あ
っ

た
。
彦
七
は
、
亥
年（
明
和
四
年
）段
階
で
の
調
査
帳
面
が
あ
っ
た
た
め
、
早
速
そ
の
写
し

を
荒
尾
へ
提
出
し
た
が
、
彦
七
の
提
出
し
た
調
査
書
は
い
ず
れ
も
「
無
疵
」
の
「
檜
」

の
み
を
記
し
た
も
の
だ
っ
た
た
め
、
荒
尾
は
「
疵
木
・
節
付
并
ニ
椹
・
明
檜
・
椴
・
雑

木
等
迄
」
を
含
め
、
五
尺
廻
以
上
の
木
数
を
見
積
も
っ
て
ほ
し
い
と
再
度
依
頼
し
た
。

併
せ
て
、
付
知
村
に
あ
る
小
屋
ヶ
尾
御
巣
山
に
生
育
す
る
樹
種
、
な
ら
び
に
そ
の
大
き

さ
と
木
数
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
ほ
し
い
と
追
加
依
頼
し
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
、
彦
七
は
七
月
一
二
日
に
川
上
村
の
杣
頭
喜
兵
衛
に
対
し
て
、
同
村
の

巣
乗
・
長
坂
・
大
根
・
笇
根
各
御
巣
山
の
ヒ
ノ
キ
、
ア
ス
ヒ
、
サ
ワ
ラ
、
マ
キ
、
ツ
ガ
、

ト
ド
、
マ
ツ
、
ク
リ
、
ヒ
メ
コ
の
疵
木
・
節
付
に
至
る
ま
で
五
尺
廻
以
上
の
木
々
を
見

積
も
る
よ
う
に
打
診
し
た
。
喜
兵
衛
は
同
村
の
杣
で
あ
る
作
十
郎
・
幸
四
郎
、
巣
守
の

忠
助
ら
に
同
地
の
木
数
を
見
積
も
ら
せ
、
依
頼
を
受
け
て
か
ら
二
日
後
の
七
月
一
四
日

に
、
彦
七
の
も
と
へ
見
積
書
を
送
っ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
五
日
後
の
七
月
一
九
日
、
彦
七
は
加
子
母
村
の
二
本
木
御
巣
山
に
生
育
す

る
木
々
に
つ
い
て
も
調
査
の
う
え
見
積
書
の
作
成
に
取
り
か
か
ろ
う
と
し
て
い
た
が
、

そ
こ
へ
同
村
の
杣
頭
利
左
衛
門
か
ら
、
荒
尾
が
二
本
木
御
巣
山
へ
直
接
見
分
に
赴
く
た

め
に
本
日
役
所
を
出
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
利
左
衛
門
に
よ
れ
ば
、
荒
尾
は
同
日
夜

に
付
知
村
へ
宿
泊
し
、
翌
日
は
二
本
木
御
巣
山
の
近
く
に
あ
る
山
小
屋
に
泊
ま
る
と
の

こ
と
だ
っ
た
。
利
左
衛
門
は
役
所
で
「
御
用
」
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
聞
い
て
昨
日
急

い
で
帰
っ
て
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
彦
七
に
対
し
、
本
日
中
に
自
分
の
方
で
「
木
種
見

立
」
を
お
こ
な
っ
て
お
く
と
伝
え
た
の
だ
っ
た
。
彦
七
は
こ
れ
ら
の
動
き
を
受
け
、
付

知
村
に
宿
泊
し
て
い
る
荒
尾
へ
以
下
の
書
状
を
送
っ
た
。

〔
史
料
二
〕

去
ル
七
日
付
之
御
手
紙
同
十
日
於
三
浦
山
相
届
致
拝
見
候
、
如
仰
未
残
暑
御
座
候

得
共
益
御
安
全
被
成
、
御
勤
珎
重
奉
存
候
、
然
ハ
弐
本
木
・
巣
乗
・
長
坂
・
大
根
・

笇
根
右
五
ヶ
所
御
巣
山
檜
・
椹
・
明
檜
・
槙
・
椴
・
五
尺
廻
以
上
疵
木
・
節
付
等

ま
て
見
立
候
ハ
ヽ
大
躰
何
程
可
有
御
座
候
半
哉
、
大
概
相
考
重
而
申
上
候
様
被
仰

聞
承
知
仕
候
、
右ａ
積
之
儀
、
私
心
得
計
ニ
而
早
速
御
答
難
申
上
奉
存
候
ニ
付
、
私

心
得
之
振
ニ
理（
マ
ヽ
、利
ヵ
）

左
衛
門
・
喜
兵
衛
へ
承
合
御
答
可
申
上
と
奉
存
候
処
、
今
日
付
知

村
御
着
之
由
只
今
承
之
候
、
私
儀
も
今
日
向
付
知
迄
罷
越
候
あ
と
早
速
罷
出
御
伺

申
度
奉
存
候
処
、
先
月
上
旬
ゟ
毎
夜
鳥
眼
と
や
い
ん
眼
一
向
相
見
へ
不
申
、
夜
中

歩
行
難
仕
候
ニ
付
、
得
罷
出
不
申
候
、
此
段
御
用
捨
可
被
下
候
、

一　

弐ｂ
本
木
御
巣
山
之
儀
ハ
利
左
衛
門
御
山
本
ニ
罷
在
候
付
、
相
積
可
申
聞
旨
申

聞
候
、
川
上
四
ヶ
所
御
巣
山
木
種
喜
兵
衛
ゟ
積
書
差
出
候
ニ
付
、
御
目
ニ
か

け
申
候
御
覧
可
被
下
候
、

一　

小
屋
ヶ
尾
御
巣
山
檜
・
椹
・
明
檜
・
槙
・
椴
・
栂
・
栗
・
松
・
姫
子
掛
立
い

た
し
五
尺
廻
ゟ
何
丈
廻
迄
見
積
リ
候
様
被
仰
聞
是
又
承
知
仕
候
、
則
右
見
積

と
し
て
罷
越
候
近
日
調
書
付
差
遣
可
申
候
間
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、
以

上
、

　
　

七
月
十
九
日�

内
木
彦
七　

　
　
　
　

荒
尾
浅
右
衛
門 

様

〔
史
料
二
〕
傍
線
部
ａ
に
よ
れ
ば
、
彦
七
は
荒
尾
に
対
し
、
調
査
対
象
で
あ
る
二
本

木
や
巣
乗
を
は
じ
め
と
す
る
五
ヶ
所
の
御
巣
山
に
生
育
す
る
木
々
の
本
数
や
大
き
さ
の

見
積
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
「
心
得
」
だ
け
で
は
早
々
に
返
答
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
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近
世
中
期
に
お
け
る
杣
頭
の
活
動
実
態

一
三
三

で
、「
私
心
得
之
振
」
で
利
左
衛
門
や
喜
兵
衛
に
問
い
合
わ
せ
て
か
ら
返
答
し
よ
う
と

し
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
荒
尾
が
二
本
木
御
巣
山
へ
見
分
の
た
め
付
知
村
に
到

着
し
た
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
彦
七
自
身
が
荒
尾
の
も
と
へ
出
向

い
て
こ
の
件
に
つ
い
て
伺
い
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
が
、
彦
七
は
先
月
上
旬
か
ら
「
鳥

眼
と
や
い
ん
眼
」
で
夜
に
な
る
と
眼
が
見
え
な
く
な
り
、
付
知
村
ま
で
赴
く
こ
と
が
難

し
い
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
彦
七
は
傍
線
部
ｂ
の
通
り
、
二
本
木
御
巣
山
の
樹
種
の

見
積
に
つ
い
て
は
、
利
左
衛
門
が
現
地
に
い
る
の
で
彼
か
ら
直
接
聞
く
よ
う
に
伝
え
、

川
上
村
の
御
巣
山
に
つ
い
て
は
喜
兵
衛
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
見
積
書
が
あ
る
の
で
、
そ

れ
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
伝
え
た
。
併
せ
て
、小
屋
ヶ
尾
御
巣
山
の
見
積
書
に
つ
い
て
は
、

近
日
中
に
別
途
調
書
を
送
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
た
荒
尾
は
、
委
細
承
知
し
た
と
の
返
事
を
彦
七
へ
伝
え
、
そ
の
際
に

今
後
の
行
程（
七
月
二
〇
日
：
熊
洞
、
二
一
〜
二
二
日
：
下
山
の
う
え
川
上
の
中
小
屋
に
宿
泊
、

二
三
日
：
湯
舟
沢
）を
伝
え
る
と
と
も
に
、
彦
七
と
約
束
し
て
い
た
七
包
の
膏
薬
を
送
る

と
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
に
三
ヶ
村
の
杣
頭
た
ち
は
、
御
用
材
と
し
て
森
林
か
ら
木
々
を
伐
採
す
る

前
段
階
の
作
業
に
、
御
山
守
で
あ
る
内
木
家
と
と
も
に
関
与
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
内

木
彦
七
は
、
御
巣
山
に
生
育
す
る
木
々
の
本
数
・
大
き
さ
に
つ
い
て
は
「
心
得
」
て
い

る
も
の
の
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
杣
頭
に
問
い
合
わ
せ
て
か
ら
返
答
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
ヶ
村
に
居
住
し
て
い
た
杣
頭
た
ち
は
、
現
地
の
森
林
の
状

況
を
十
分
知
悉
し
て
い
た
者
た
ち
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
前
述
の
通
り
、
川
上
村
の
杣
頭
喜
兵
衛
が
村
内
の
杣
や
巣
守
た
ち
を
動
員
し

て
御
巣
山
の
木
数
な
ど
を
調
査
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
自
身
が
常
時
動
員
で
き

る
杣
た
ち
を
何
名
か
抱
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
日
記
」
や
「
御
用
状
留
」
を
み
て

み
る
と
、
御
用
材
の
伐
り
出
し
に
際
し
て
は
「
助
左
衛
門
組4

」
や
「
喜
兵
衛
組4

」
な
ど

の
よ
う
な
表
記
が
度
々
登
場
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
彼
ら
が
杣
た
ち
を
雇
い
入
れ
て

伐
木
を
請
け
負
う
集
団（
杣
組
）を
構
成
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に

は
、
他
村
か
ら
雇
い
入
れ
ら
れ
た
杣
た
ち
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

喜
兵
衛
や
利
左
衛
門
の
場
合
は
、
自
身
の
「
代
人
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
自

分
た
ち
の
も
と
で
常
時
協
力
で
き
る
杣
た
ち
が
数
名
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

御
山
守
内
木
家
は
、
こ
う
し
た
杣
頭
の
協
力
の
も
と
で
、
森
林
状
況
を
把
握
し
、
樹

種
の
選
定
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三　

杣
頭
に
よ
る
御
用
材
伐
り
出
し
と
森
林
利
用

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
御
用
材
の
伐
り
出
し
に
従
事
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
必
要

に
応
じ
て
そ
の
前
段
階
の
作
業
に
も
動
員
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
杣
頭
た
ち
で
あ
っ
た

が
、
彼
ら
が
請
け
負
っ
た
御
用
材
伐
り
出
し
は
、
杣
頭
自
身
の
生
活
に
利
益
を
も
た
ら

す
も
の
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
下
に
示
す
の
は
、
宝
暦
一
〇
年（
一
七
六
〇
）八
月
に
、
内
木
彦
七
か
ら
木
曽
材
木

奉
行
の
日
下
部
兵
次
郎
ら
に
出
さ
れ
た
願
書
の
一
部
で
あ
る
。

〔
史
料
三
〕

一　

木
曽
王
滝
村
杣
頭
共
、
当
年
御
用
木
橋
木
御
請
合
長
坂
・
巣
乗
御
巣
山
ゟ
仕

出
シ
申
候
、
右
仕
跡
切
末
切
込
木
、
止
倒
積
レ
木
、
其
外
明
御
山
内
ニ
而
熊

剥
根
返
リ
立
枯
角
方
五
丸
太
被
仰
付
被
下
置
候
様
、
御
役
所
江
願
書
差
出
候

義
、
私
ゟ
も
宜
申
達
御
書
候
様
ニ
と
積
リ
書
差
出
候
付
、
相
請
取
差
上
ヶ
申

候
、
尤
御
材
木
之
儀
ハ
私
取
扱
之
儀
ニ
無
御
座
候
ヘ
共
、
大
材
之
儀
殊
更
御

急
キ
ニ
御
座
候
故
、
杣
と
り
出
シ
方
旁
工
数
も
多
ク
相
懸
リ
、
前
積
リ
と
ハ

各
別
入
用
掛
リ
多
ク
御
座
候
而
甚
及
難
儀
候
躰
ニ
相
見
候
付
、
右
之
通
リ
申
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近
世
中
期
に
お
け
る
杣
頭
の
活
動
実
態

一
三
四

達
候
、
以
上
、

　
　

八
月
四
日�

内
木
彦
七

　

日　

兵
次
郎 

様

　

寄　

清
太
夫 

様

〔
史
料
三
〕
は
王
滝
村
の
杣
頭
た
ち
の
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
「
御

用
木
橋
木
」
を
川
上
村
の
長
坂
・
巣
乗
御
巣
山
か
ら
伐
り
出
す
に
あ
た
り
、
そ
の
伐
採

を
請
け
負
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
す
る
と
、
彼
ら
は
伐
り
終
わ
っ
た
後
の
残
木
や

立
枯
木
、
そ
の
他
熊
に
よ
っ
て
樹
皮
が
剥
ぎ
取
ら
れ
た
木
な
ど
、
御
用
材
と
し
て
使
用

で
き
な
か
っ
た
木
々
を
自
分
た
ち
に
伐
り
取
ら
せ
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
。
杣
頭
た
ち

は
、
木
曽
材
木
奉
行
宛
の
願
書
を
取
り
次
ぐ
内
木
彦
七
に
も
、
こ
の
件
を
宜
し
く
取
り

計
っ
て
ほ
し
い
と
伝
え
て
い
る
。
彦
七
は
こ
れ
を
受
け
、
大
材
の
伐
採
に
あ
た
っ
て
は

作
業
工
程
が
多
く
、
そ
れ
に
か
か
る
費
用
も
多
い
た
め
、
杣
頭
た
ち
は
「
甚
及
難
儀
候

躰
」
に
あ
る
と
日
下
部
ら
に
伝
え
、
杣
頭
た
ち
の
願
い
出
を
許
可
し
て
ほ
し
い
と
取
り

次
い
で
い
る
。

な
お
時
期
は
下
る
が
、
明
和
六
年（
一
七
六
九
）の
「
日
記
」
二
月
四
日
条
に
よ
れ
ば
、

川
上
村
の
杣
頭
喜
兵
衛
が
請
け
負
っ
た
御
用
材
の
伐
り
出
し
と
、
そ
の
払
い
込
み
が
終

了
し
た
旨
が
彦
七
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
喜
兵
衛
は
雇
い
入
れ
た
日
用
た
ち
へ

の
給
金
が
半
分
し
か
払
え
て
い
な
い
た
め
、
同
日
拝
借
金
を
願
い
出
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
加
え
て
、
喜
兵
衛
は
「
御
世
話
ニ
相
成
候
御
材
木
も
首
尾
能
払
込
仕
候
ヘ

共
、
損
金
相
立
及
迷
惑
候
」
と
彦
七
に
伝
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
考
慮
す
る
と
、
御
用
材
伐
り
出
し
の
請
負
は
、
恒
常
的
に
安
定
し
た
収
入

が
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
、
御
山
守
・
杣
頭
双
方
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
本
文
中
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
通
り
、
伐
り
出
し
に
際
し

て
の
費
用
が
原
則
と
し
て
自
己
負
担
で
あ
り
、
御
用
材
と
な
る
木
々
の
伐
採
が
場
合
に

よ
っ
て
は
「
御
急
キ
」
で
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
や
、
自
身
が
雇
い

入
れ
た
者
た
ち
へ
の
費
用
の
支
払
い
が
関
係
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
明
和
三
年
正
月
に
は
加
子
母
村
の
杣
頭
助
左
衛
門
・
利
左
衛
門

父
子
か
ら
以
下
の
よ
う
な
願
書
が
木
曽
材
木
役
所
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
。

〔
史
料
四
〕

　
　
　
　

覚

一　
鳥
黐　
五
百
樽
ゟ
六
百
樽
迄　

但
壱
樽
五
貫
目
入

　
　
　

御
運
上
拾
貫
目
ニ
付
銀
三
匁
五
分
宛
、

（
中
略
）

右
ハ
当
戌
年
ゟ
寅
年
迄
五
ヶ
年
之
間
、
加
子
母
西
股
入
御
山
ニ
而
仕
出
し
、
加

子
母
村
中
切
迄
出
し
揃
、
御
山
奉
行
内
木
彦
七
様
御
改
請
御
運
上
早
速
指
上
可

申
候
、

右
黐
之
儀
ハ
苗
木
領
、
岐
阜
、
関
、
中
津
川
、
黒
瀬
舟
積
名
古
屋
表
所
々
ヘ
出

し
相
払
候
様
ニ
可
仕
候
間
、
御
山
守
ゟ
黐
樽
送
リ
書
御
渡
可
被
下
候
、
勿
論
黐

取
候
節
御
停
止
木
其
外
立
木
ニ
一
切
障
リ
不
申
、
御
山
内
随
分
大
切
ニ
仕
、
仕

出
し
可
申
候
間
、
右
之
通
何
と
そ
被
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
段
々
御

山
方
御
用
被
仰
付
、
御
蔭
を
以
渡
世
送
リ
仕
候
私
共
之
儀
ニ
御
座
候
処
、
去
申

年
川
上
御
山
ゟ
角
末
口
物
大
材
木
之
急
御
用
木
御
受
合
仕
、
雪
中
大
雪
降
候
時

節
大
材
急
御
用
之
御
儀
ニ
而
、
過
分
物
入
多
大
分
損
金
仕
中
途
ニ
而
及
禿
ニ
候
仕

合
御
座
候
処
、
大
材
之
急
御
用
之
御
儀
ニ
候
ヘ
ハ
各
々
取
賄
御
材
木
ハ
首
尾
能

払
込
仕
候
得
共
、
大
分
之
損
金
ニ
御
座
候
ニ
付
、
諸
御
山
御
願
申
上
候
而
、
当

春
被
仰
付
被
下
置
首
尾
能
去
ル
頃
御
払
込
仕
難
有
奉
存
候
、
御
蔭
を
以
借
金

方
少
々
取
償
も
仕
候
得
共
、
大
分
之
損
金
ニ
御
座
候
得
ハ
、
中
々
行
届
不
申
難

儀
至
極
仕
候
間
、
只
今
一
向
御
手
を
は
な
れ
申
候
而
ハ
借
金
方
取
償
相
成
不
申

（
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い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
付
知
村
の
杣
頭
清
助
は
、
安
永
二
年（
一
七
七
三
）か
ら
何
度
か
同
村
の
日
枯

山
な
ど
に
お
い
て
櫛
木
の
生
産
を
願
い
出
る
よ
う
に
な
る
。
願
い
出
た
当
初
の
願
書
か

ら
は
、な
ぜ
清
助
が
櫛
木
の
生
産
を
願
い
出
た
の
か
、そ
の
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
天
明
元
年（
一
七
八
一
）五
月
に
提
出
さ
れ
た
願
書
に
よ
れ
ば
、
以
前
御
用
材

伐
り
出
し
を
請
け
負
っ
た
と
き
は
「
天
災
害
多
ク
」、
そ
の
た
め
伐
り
出
し
に
係
る
費

用
が
嵩
ん
で
し
ま
い
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
別
の
御
用
材
伐
り
出
し
を
願
い
出
た
と
し

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
と
き
は
時
宜
が
悪
く
別
の
御
用
材
伐
り
出
し
を
命
じ
ら
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
付
知
村
の
山
に
生
育
す
る
「
か
す
お
し
ミ
」
の
樹
種
を
用

い
て
櫛
木
の
生
産
を
願
い
出
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
三
ヶ
村
に
居
住
し
て
い
る
杣
頭
た
ち
は
、
自
身
が
従
事
す
る
御
用
材

の
伐
り
出
し
に
係
る
費
用
を
補
填
す
る
目
的
で
、
三
ヶ
村
の
森
林
の
利
用
と
林
産
物
の

生
産
を
願
い
出
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
村
内
の
森
林
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
三
ヶ
村

の
者
た
ち
に
と
っ
て
は
「
模
寄
之
小
百
姓
」
に
至
る
ま
で
「
茶
塩
之
賄
」
に
な
る
と
願

書
内
で
度
々
形
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
身
の
生
活
を
支
え
る
場
と
し
て
機
能
し
て

い
た
と
言
え
る
。
そ
の
な
か
で
も
特
に
、
杣
頭
た
ち
は
自
身
が
居
住
す
る
村
の
森
林
状

況
を
把
握
し
や
す
い
立
場
に
い
た
た
め
、
御
用
材
と
な
ら
な
い
樹
種
や
そ
れ
ら
を
用
い

て
ど
の
よ
う
な
林
産
物
が
生
産
で
き
る
の
か
、
あ
る
程
度
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
自
身
の
生
業
を
支
え
る
べ
く
、
村
内
の
森
林
を
積
極
的
に
活

用
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
杣
頭
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
以
後
、
御
用
材
の
伐
り
出
し
を
請
け
負
わ
な
い
と
き

に
は
林
産
物
生
産
に
従
事
し
、
独
自
で
販
路
を
開
拓
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
者
も
存
在

し
た
。
例
え
ば
、
加
子
母
村
の
杣
頭
利
左
衛
門
は
、
明
和
八
年
三
月
に
こ
れ
ま
で
生
産

し
て
い
た
西
股
入
・
渡
合
か
ら
場
所
を
変
え
て
「
日
用
小
屋
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
で
の

（
34
）

（
35
）

（
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）

候
ヘ
ハ
、
渡
世
送
リ
難
儀
及
禿
ニ
申
候
間
、
此
上
御
憐
愍
御
慈
悲
を
以
右
御
願

五
ヶ
年
之
間
被
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
借
金
方
江
も
申
立
ニ
仕
、
御
蔭

を
以
相
続
仕
度
乍
恐
幾
重
茂
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　

明
和
二
年
酉
正
月�

加
子
母
村　
　
　
　
　
　

杣
頭　

助
左
衛
門　

印

同　

利
左
衛
門　

印

　

木
曽
御
材
木
方

　
　
　
　
　
　

御
役
所

鳥
黐
と
は
、
狩
猟
な
ど
の
際
に
鳥
や
昆
虫
な
ど
を
捕
獲
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
粘

着
性
の
物
質
で
、
モ
チ
ノ
キ
な
ど
の
樹
種
か
ら
製
造
さ
れ
る
。
加
子
母
村
の
場
合
、「
蝿

取
」
な
ど
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
販
路
も
名
古
屋
や
岐
阜
に
ま
で
及

ん
で
い
た
。

鳥
黐
の
生
産
は
、
加
子
母
村
の
西
股
入
や
渡
合
な
ど
で
よ
く
生
産
さ
れ
て
お
り
、
明

和
年
間
に
鳥
黐
の
生
産
を
す
べ
く
森
林
利
用
を
頻
繁
に
願
い
出
て
い
た
の
が
、
杣
頭
の

助
左
衛
門
・
利
左
衛
門
父
子
で
あ
っ
た
。〔
史
料
四
〕
に
よ
れ
ば
、
助
左
衛
門
・
利
左

衛
門
父
子
は
、
ま
ず
明
和
三
年
か
ら
同
七
年
ま
で
の
期
間
で
加
子
母
村
の
西
股
入
に
お

い
て
鳥
黐
の
生
産
を
願
い
出
た
。
そ
の
理
由
は
、
傍
線
部
に
示
し
た
通
り
、
明
和
元
年

（
宝
暦
一
四
年
）に
「
川
上
御
山
ゟ
角
末
口
物
大
材
木
之
急
御
用
木
」
を
請
け
負
っ
た
も

の
の
、
そ
れ
は
「
雪
中
大
雪
降
候
時
節
」
に
言
い
渡
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
に
係
る
経
費

が
多
く
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
「
大
分
之
損
金
」
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ

る
と
い
う
。
彼
ら
は
そ
の
経
費
を
賄
う
た
め
に
借
金
ま
で
し
て
、
そ
の
返
済
に
充
て
る

た
め
に
諸
山
の
材
木
伐
り
出
し
を
願
い
出
た
も
の
の
、
借
金
の
返
済
を
補
填
す
る
ほ
ど

の
金
銭
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
五
年
間
の
鳥
黐
生
産
を
願
い
出
る
こ

と
で
、
こ
れ
ら
借
金
の
返
済
に
充
て
、
ひ
い
て
は
自
分
た
ち
の
生
業
を
成
り
立
た
せ
た

（
マ
ヽ
、三
年
戌
の
誤
り
ヵ
）
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鳥
黐
生
産
を
願
い
出
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
明
和
七
年
以
後
も
利
左
衛
門
は
鳥
黐
の
生

産
を
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

加
え
て
、
安
永
三
年
に
は
鳥
黐
ば
か
り
で
は
な
く
、
櫛
木
や
鞘
木
な
ど
の
生
産
を
願

い
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
内
木
彦
七
へ
提
出
さ
れ
た
願
書
に
よ
れ
ば
、
鞘
木

に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
の
鞘
師
重
左
衛
門
に
販
売
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
恐
ら
く

利
左
衛
門
は
名
古
屋
の
材
木
役
所
な
ど
へ
出
張
し
た
折
に
新
た
な
販
路
を
開
拓
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
付
知
村
の
杣
頭
清
助
も
ま
た
、
こ
れ
以
後
櫛
木
の
生
産
を
願
い
続
け
て
お

り
、
寛
政
九
年（
一
七
九
七
）に
は
清
助
の
子
茂
助
の
手
に
よ
る
願
書
が
提
出
さ
れ
て
い

る
。
茂
助
が
こ
の
と
き
父
の
代
わ
り
に
櫛
木
の
生
産
を
願
い
出
て
い
る
理
由
は
判
然
と

し
な
い
も
の
の
、
茂
助
は
「
年
始
ゟ
困
窮
ニ
而
難
儀
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
父
清

助
の
「
う
る
お
ひ
」
に
な
る
と
し
て
、
櫛
木
の
生
産
を
願
い
出
て
い
る
。

先
述
し
た
通
り
、
利
左
衛
門
の
場
合
は
巡
見
の
た
め
に
村
を
来
訪
し
て
き
た
役
人
た

ち
を
応
接
で
き
る
ほ
ど
の
「
大
家
」
で
あ
り
、「
代
人
」
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
者
た
ち
も

数
名
抱
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
清
助
・
茂
助
ら
の
家
の
経
営
状
況
、
な
ら
び
に
森

林
利
用
の
あ
り
方
と
比
べ
れ
ば
差
異
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
杣
頭
た

ち
に
よ
る
私
的
な
森
林
利
用
は
、
御
用
材
請
負
と
は
別
に
彼
ら
の
生
業
を
支
え
る
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お　

わ　

り　

に

本
稿
で
は
、
杣
頭
の
活
動
実
態
に
つ
い
て
、
主
に
近
世
中
期
の
濃
州
三
ヶ
村
を
中
心

に
み
て
き
た
。
三
ヶ
村
の
杣
頭
た
ち
は
、
村
内
の
森
林
に
精
通
し
た
百
姓
で
あ
る
可
能

性
が
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
御
用
材
の
伐
り
出
し
に
従
事
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
木
曽
材
木

方
に
よ
る
伐
り
出
し
場
所
の
選
定
調
査
で
も
、
御
山
守
内
木
家
を
介
し
て
動
員
さ
れ
る

こ
と
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
杣
頭
た
ち
の
生
業
は
基
本
的
に
御
用
材
の
伐
り
出
し
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
恒
常
的
な
収
入
を
も
た
ら
す
も
の
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
村
内
の
森
林
の
状
況
を
把
握
し
や
す
い
立
場
に
い
る
こ
と

を
利
用
し
、
御
用
材
の
伐
り
出
し
が
な
い
と
き
に
は
、
積
極
的
に
村
内
の
森
林
を
活
用

し
て
い
っ
た
。

本
稿
で
は
「
日
記
」
や
「
御
用
状
留
」
な
ど
の
史
料
か
ら
、
杣
頭
た
ち
の
村
内
に
お

け
る
立
場
や
具
体
的
な
活
動
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
残
さ
れ
た
課
題
も
少
な
く

な
い
。

一
つ
は
本
稿
で
紹
介
し
た
事
例
が
、
他
の
村
々
に
お
け
る
杣
頭
た
ち
に
共
通
す
る
か

ど
う
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
伐
り
出
し
場
所
の
選
定
調
査
へ
の
動
員
は
、
御
山
守
で
あ

る
内
木
家
を
介
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
動
員
は
、
三
ヶ
村

の
杣
頭
た
ち
に
特
有
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
村
の
杣
頭
た
ち
に
も
同
じ
よ
う
な

動
員
が
か
け
ら
れ
た
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
未
だ
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、「
杣
頭
」
と
な
る
こ
と
が
村
内
、
あ
る
い
は
対
外
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
も
た
ら
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
文
化
期
に
加
子

母
村
で
杣
頭
を
務
め
て
い
た
庄
七
と
い
う
者
が
、
杣
頭
の
名
目
を
一
度
「
御
引
揚
」
と

さ
れ
、
そ
の
結
果
「
甚
難
渋
」
し
た
た
め
、
再
度
そ
の
名
目
を
許
可
し
て
ほ
し
い
と
内

木
彦
七
ら
に
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
文
化
五
年（
一
八
〇
八
）に
再
び
許
可
さ
れ
る
と
い
う

事
例
が
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

「
杣
頭
」
と
な
る
こ
と
が
村
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
の

か
、
何
か
し
ら
特
権
が
付
与
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
じ
て
、
森
林
に
対
し
て
杣
頭
た
ち
が
果

（
37
）

（
38
）

（
39
）

（
40
）



近
世
中
期
に
お
け
る
杣
頭
の
活
動
実
態

一
三
七

（
14
）　

明
和
九
年
「
日
記
」（
林
一
一
三
七
）、
一
一
月
一
一
日
条
。

（
15
）　

利
左
衛
門
は
、
同
時
期
に
加
子
母
村
内
で
鳥
黐
生
産
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の

と
き
代
人
と
し
て
文
次
郎
が
黐
の
生
産
が
終
了
し
た
こ
と
を
彦
七
に
伝
え
に
来
た
り
、
そ
れ
に

伴
い
終
了
後
の
山
内
の
見
廻
り
に
つ
い
て
善
右
衛
門
と
相
談
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
い
る（
前

掲
註（
12
）「
日
記
」、
八
月
一
五
日
条
な
ど
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
利
左
衛
門
の

も
と
に
は
こ
う
し
た
代
人
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
が
数
名
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
16
）　

安
永
三
年
「
午
年
中
御
用
状
留
」（
林
三
八
八
─
一
三
）、
三
月
条
。

（
17
）　

安
永
五
年
「
申
年
御
用
状
留
」（
内
木
家
文
書 

Ｂ
六
三
─
〇
一
─
一
一
・
一
二
）、
四
月
条
。

（
18
）　

明
和
五
年
「
子
年
中
御
用
状
留
書
」（
林
三
八
八
─
〇
八
）、
八
月
条
。

（
19
）　

宝
暦
一
二
年
「
午
年
中
御
用
状
留
」（
林
三
八
八
─
〇
五
）、
八
月
条
。

（
20
）　

前
掲
註（
18
）、
八
月
条
。

（
21
）　

明
和
八
年
「
卯
年
中
御
用
状
留
」（
林
三
八
八
─
一
一
）、
明
和
七
年
八
月
条
。

（
22
）　

前
掲
註（
16
）、
六
月
八
日
条
。

（
23
）　

明
和
七
年
「
寅
年
中
御
用
状
留
」（
林
三
八
八
─
一
〇
）、
閏
六
月
廿
七
日
条
。

（
24
）　

同
前
、
七
月
七
日
条
。

（
25
）　

同
前
、
七
月
一
二
日
条
。

（
26
）　

同
前
、
七
月
一
四
日
条
。

（
27
）　

同
前
、
七
月
一
九
日
条
。

（
28
）　

同
前
、
同
条
。

（
29
）　

同
前
、
七
月
二
〇
日
条
。

（
30
）　

明
和
二
年
「
御
用
諸
事
留
書
」（
林
四
一
四
─
〇
一
）、
四
月
条
、
前
掲
註（
12
）、
二
月
四

日
条
な
ど
を
参
照
。

（
31
）　

宝
暦
一
〇
年
「
辰
年
中
御
用
状
留
」（
林
三
八
八
─
〇
三
）、
八
月
四
日
条
。

（
32
）　

前
掲
註（
12
）、
二
月
四
日
条
。

（
33
）　

明
和
三
年
「
戌
年
中
御
用
状
留
書
」（
内
木
家
文
書 

Ｂ
五
八
─
二
〇
─
〇
九
）、
明
和
三
年

正
月
条
。

（
34
）　

加
子
母
地
区
で
は
、
ア
オ
ダ
モ
な
ど
の
堅
い
木
を
「
鰹
節
」
に
由
来
し
た
「
か
つ
ふ
し
」

な
ど
と
総
称
し
て
い
る
よ
う
で
、
こ
こ
で
登
場
す
る
「
か
す
お
し
ミ
」
も
そ
れ
ら
樹
種
を
指
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（
前
掲
註（
1
）、
拙
稿
参
照
）。

註（
1
）　

拙
稿
「
内
木
家
文
書
に
み
る
加
子
母
村
の
林
産
物
生
産
─
櫛
木
を
中
心
に
─
」（
徳
川
林
政

史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
五
四
号
〔『
金
鯱
叢
書
』
第
四
七
輯
所
収
〕、
二
〇
二
〇
年
）。

（
2
）　
「
木
曽
山
雑
話
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
収
集
史
料 

林
五
四
一
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
所

蔵
）。
以
下
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
収
集
史
料
に
つ
い
て
は
、「
林
五
四
一
」
な
ど
と
史
料
番
号

の
み
を
記
す
。

（
3
）　

太
田
尚
宏
「『
木
曽
五
木
』
と
濃
州
三
ヶ
村
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
編
『
江
戸
時
代
の
森

林
と
地
域
社
会
』
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会 
徳
川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇
一
八
年
）、
五
頁
。

（
4
）　

所
三
男
『
近
世
林
業
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）、
脇
野
博
「
杣
工
」

（
塚
田
孝
編
『
シ
リ
ー
ズ
近
世
の
身
分
的
周
縁
三 
職
人
・
親
方
・
仲
間
』、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
所
収
）、
同
『
日
本
林
業
技
術
史
の
研
究
』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）な
ど
を
参
照
。

（
5
）　

前
掲
註（
3
）、
太
田
論
文
参
照
。

（
6
）　

前
掲
註（
4
）。

（
7
）　

同
前
。

（
8
）　

太
田
尚
宏
「
宝
暦
期
に
お
け
る
尾
張
藩
の
御
材
木
仕
出
と
『
三
浦
・
三
ヶ
村
御
山
守
』
─

濃
州
三
ヶ
村
の
森
林
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
の
関
連
か
ら
─
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』

第
五
二
号
〔『
金
鯱
叢
書
』
第
四
五
輯
所
収
〕、
二
〇
一
八
年
）、
芳
賀
和
樹
『
林
政
史
ブ
ッ
ク

レ
ッ
ト 

尾
張
藩
の
林
政
と
森
林
文
化
一 

御
山
守
の
仕
事
と
森
林
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』（
公
益
財
団

法
人
徳
川
黎
明
会 

徳
川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）な
ど
。

（
9
）　

前
掲
註（
3
）、
太
田
論
文
参
照
。

（
10
）　

延
享
元
年
ヵ
「
三
浦
幷
三
ヶ
村
御
山
御
用
留
」（
内
木
家
文
書 

Ｂ
二
九
─
一
九
─

〇
七
）、
一
〇
月
条
。

（
11
）　

宝
暦
八
年
「
寅
年
中
御
用
状
留
」（
林
三
八
八
─
〇
二
）、
六
月
一
七
日
条
。

（
12
）　

明
和
六
年
「
日
記
」（
内
木
家
文
書 

Ｂ
五
九
─
〇
九
─
〇
八
）、
一
一
月
三
日
、
九
日
条
な

ど
を
参
照
。

（
13
）　

同
前
。

た
し
て
き
た
役
割
に
つ
い
て
、
時
代
の
変
遷
な
ど
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
さ
ら
に
考
察
を

深
め
て
い
き
た
い
。
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（
35
）　

安
永
一
〇
年（
天
明
元
年
）「
丑
年
御
用
状
留
」（
林
三
八
八
─
一
八
）、
五
月
条
。

（
36
）　

前
掲
註（
1
）、
拙
稿
参
照
。

（
37
）　

前
掲
註（
21
）、
三
月
条
。

（
38
）　

前
掲
註（
16
）、
三
月
条
。

（
39
）　

寛
政
九
年
「
巳
年
御
用
状
留
帳
」（
林
三
八
八
─
二
七
）、
九
月
条
。

（
40
）　

文
化
五
年
「
辰
年
三
ヶ
村
ヨ
リ
差
出
候
書
付
扣
」（
内
木
家
文
書 

Ｂ
六
七
─
〇
一
─

一
七
）、
三
月
条
。
な
お
、
庄
七
と
同
時
期
に
「
杣
頭
」
の
名
目
を
引
き
揚
げ
ら
れ
た
加
子
母

村
の
三
左
衛
門
と
い
う
人
物
は
、
寛
政
七
年（
一
七
九
五
）一
〇
月
七
日
に
白
木
仕
出
方
を
願
い

出
る
と
と
も
に
、「
杣
頭
」
の
名
目
も
願
い
出
て
お
り
、
同
年
一
一
月
二
二
日
に
「
杣
頭
」
の

名
目
を
許
可
さ
れ
て
い
る（
寛
政
七
年
「
卯
年
御
用
状
留
帳
」〔
林
三
八
八
─
二
四
〕、
一
〇
月

七
日
条
・
一
一
月
二
二
日
条
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、「
杣
頭
」
と
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
村
内
の
森
林
利
用
に
関
す
る
あ
る
種
の
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
た
と
も
捉
え
ら
れ
る

が
、「
杣
頭
」
と
い
う
名
目
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
許
可
さ
れ
る
の
か
、
今
後
検
討
が
必

要
で
あ
る
。


